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市
は
、
平
成
26
年
度
に
策
定

を
予
定
し
て
い
る
公
共
施
設
白

書
等
に
基
づ
き
、
保
有
資
産
の

総
合
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
始

　
平
成
23
年
12
月
議
会
で
、
千

葉
地
方
裁
判
所
の
支
部
設
置
に

つ
い
て
質
問
し
た
。
そ
の
後
、

関
係
団
体
と
情
報
交
換
等
の
連

携
を
図
っ
て
き
た
よ
う
だ
が
、

市
川
簡
裁
の
地
裁
支
部
へ
の
昇

格
が
実
現
す
れ
ば
、
現
在
地
で

の
建
て
替
え
に
は
限
界
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
市
川
南
の
仮
設
庁
舎

建
設
地
へ
地
裁
支
部
を
誘
致
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

答
　
市
川
南
の
仮
設
庁
舎
建
設

地
は
32
年
5
月
頃
ま
で
利
用
す

る
予
定
で
あ
る
。
そ
の
後
の
利

用
に
つ
い
て
は
、
駅
に
近
く
、

利
便
性
も
高
い
こ
と
か
ら
、
地

裁
支
部
設
置
の
実
現
を
目
指
し
、

地
権
者
の
協
力
を
求
め
る
と
共

に
、
各
関
係
団
体
と
も
連
携
す

る
他
、
船
橋
市
、
浦
安
市
に
も

協
力
を
呼
び
か
け
て
い
く
。

　
順
天
堂
大
学
浦
安
病
院
は
、

重
症
傷
病
者
の
発
生
時
、
消
防

の
要
請
で
医
師
と
看
護
師
が
現

場
へ
急
行
す
る
ラ
ピ
ッ
ド
レ
ス

　
国
民
皆
保
険
を
支
え
る
国
民

健
康
保
険
は
良
い
制
度
だ
が
、

財
政
は
厳
し
く
、
制
度
の
存
続

に
つ
い
て
市
民
全
体
で
考
え
る

　
市
が
平
成
26
年
度
か
ら
行
う

健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
制
度
は
、
市

民
一
人
ひ
と
り
が
健
康
づ
く
り

の
意
識
や
関
心
を
持
ち
、
毎
日

　
庁
舎
建
て
替
え
の
た
め
仮
庁

舎
へ
の
移
転
が
進
ん
で
い
る
が
、

こ
ど
も
部
の
執
務
場
所
は
子
ど

も
連
れ
の
来
庁
を
考
慮
し
、
民

　
国
民
健
康
保
険
制
度
は
国
民

相
互
扶
助
で
は
な
く
、
拠
出
型

と
は
い
え
憲
法
第
25
条
に
明
記

さ
れ
て
い
る
社
会
保
障
で
あ
る

　
中
核
市
は
、
都
市
計
画
や
保

健
衛
生
等
、
様
々
な
権
限
を
持

つ
他
、
包
括
外
部
監
査
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
市
民

　
自
死
遺
族
の
悩
み
は
大
き
く
、

自
死
と
い
う
理
由
で
周
囲
に
相

談
で
き
ず
孤
立
し
や
す
い
状
況

に
あ
る
。
自
死
遺
族
へ
の
支
援

宮
本　
均
議
員
（
公
明
党
）

戸
村
節
子
議
員
（
公
明
党
）

松
永
修
巳
議
員
（
緑
風
会
）

松
井　
努
議
員
（
緑
風
会
）

浅
野
さ
ち
議
員
（
公
明
党
）

堀
越　
優
議
員
（
公
明
党
）

髙
坂　
進
議
員
（
日
本
共
産
党
）

鈴
木
啓
一
議
員
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）

増
田
好
秀
議
員
（
結
い
の
党
）

め
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
将
来

の
建
物
更
新
費
用
を
捻
出
す
る

た
め
に
は
、
耐
用
年
数
に
関
す

る
工
学
的
な
検
討
と
、
資
産
の

必
要
度
や
効
率
性
に
関
す
る
検

討
を
要
す
る
と
思
う
が
、
今
後

ポ
ン
ス
カ
ー
の
運
用
を
開
始
し

た
。
現
在
、
浦
安
市
及
び
行
徳

地
区
で
平
日
9
時
～
17
時
の
運

用
で
あ
る
が
、
市
は
本
事
業
の

課
題
や
出
動
地
域
の
拡
大
に
つ

い
て
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

べ
き
と
思
う
。
医
療
費
の
無
駄

を
省
く
等
、
皆
で
倹
約
し
て
制

度
を
守
る
と
い
う
意
識
で
努
力

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え

る
が
、
市
の
認
識
は
ど
う
か
。

答
　
本
市
の
国
民
健
康
保
険
事

継
続
し
て
実
践
す
る
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
。
4
週
間
の
チ
ャ
レ

ン
ジ
期
間
に
一
定
の
ポ
イ
ン
ト

に
達
し
た
場
合
、
記
念
品
贈
呈

の
他
、
地
域
交
流
・
商
店
街
の

活
性
化
を
考
慮
し
た
優
待
や
割

間
駐
車
場
の
活
用
や
歩
道
駐
輪

等
の
整
備
を
要
す
る
と
思
う
。

市
の
考
え
は
ど
う
か
。
ま
た
、

市
川
南
仮
庁
舎
は
Ｊ
Ｒ
市
川
駅

に
近
く
、
徒
歩
で
の
利
用
が
多

い
と
思
う
が
、
他
の
手
段
で
の

と
考
え
る
。
今
で
も
払
い
き
れ

な
い
人
が
い
る
国
民
健
康
保
険

税
を
引
き
上
げ
る
こ
と
は
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
考
え

る
が
、
市
の
見
解
は
ど
う
か
。

答
　
国
民
健
康
保
険
制
度
は
、

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
及
び
行
政
の

透
明
性
向
上
に
資
す
る
。
本
市

は
、
既
に
指
定
要
件
を
満
た
し

て
お
り
、
私
立
保
育
園
に
対
す

る
補
助
金
の
過
大
支
出
が
あ
っ

た
こ
と
も
勘
案
す
る
と
、
中
核

は
個
別
対
応
で
は
な
く
、「
つ
ど

い
」
を
実
施
す
る
べ
き
と
考
え

る
が
、
市
の
認
識
は
ど
う
か
。

答
　
大
切
な
家
族
を
自
死
で
失

っ
た
体
験
を
持
つ
者
同
士
が
安

心
し
て
、
悲
し
み
等
を
共
に
分

ど
の
よ
う
に
進
め
る
考
え
か
。

答
　
市
は
、
工
学
的
な
検
討
と

効
率
性
の
検
討
を
両
輪
と
し
て

公
共
施
設
の
見
直
し
に
取
り
組

み
、
長
寿
命
化
や
統
廃
合
の
方

針
を
保
全
計
画
に
ま
と
め
る
等
、

計
画
的
修
繕
や
需
要
に
応
じ
た

施
設
配
置
を
目
指
す
考
え
で
あ

る
。
今
後
、
公
共
施
設
の
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
を
行
財
政
改
革
の
柱

と
し
て
進
め
て
い
く
。

答
　
市
も
、
ラ
ピ
ッ
ド
レ
ス
ポ

ン
ス
カ
ー
の
運
用
は
有
効
と
考

え
て
い
る
。
救
命
率
の
向
上
等

の
た
め
に
は
速
や
か
な
患
者
の

治
療
開
始
が
課
題
で
あ
り
、
関

係
者
と
継
続
的
に
検
討
・
協
議

し
、
時
間
短
縮
に
努
め
た
い
。

出
動
地
域
の
拡
大
に
つ
い
て
は

現
在
検
討
し
て
お
り
、
良
い
運

用
に
な
る
よ
う
、
様
々
な
角
度

か
ら
提
案
を
し
て
い
く
。

業
に
お
い
て
は
、
給
付
の
増
に

収
入
が
追
い
つ
か
ず
、
収
支
の

均
衡
を
図
る
た
め
、
一
般
会
計

か
ら
法
定
外
繰
入
金
を
投
じ
て

い
る
。
今
後
も
こ
う
し
た
状
況

が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
医

療
費
適
正
化
の
一
つ
と
し
て
ジ

ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
促

進
を
図
る
な
ど
、
国
民
健
康
保

険
財
政
の
健
全
化
に
向
け
た
取

り
組
み
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

引
を
行
う
考
え
は
あ
る
か
。

答
　
市
は
、
本
制
度
を
市
民
が

継
続
し
て
健
康
づ
く
り
に
取
り

組
む
こ
と
の
で
き
る
仕
組
み
と

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
今
後
、

ポ
イ
ン
ト
達
成
者
が
継
続
状
況

に
応
じ
て
優
待
や
割
引
を
受
け

る
こ
と
の
で
き
る
仕
組
み
に
つ

い
て
、
関
係
部
署
と
連
携
し
、

市
内
の
企
業
や
生
産
者
の
協
賛

を
得
て
取
り
入
れ
て
い
き
た
い
。

来
庁
を
想
定
し
て
い
る
か
。

答
　
子
ど
も
部
が
あ
る
仮
庁
舎

に
来
庁
の
際
は
、
本
庁
舎
の
駐

車
場
等
に
加
え
、
八
幡
市
民
談

話
室
の
駐
輪
場
を
利
用
で
き
る

が
、
来
庁
者
の
利
便
性
に
配
慮

し
周
辺
の
駐
車
場
等
の
活
用
を

検
討
し
て
い
く
。
市
川
南
仮
庁

舎
は
、
徒
歩
の
他
、
車
で
の
来

庁
も
可
能
と
な
る
よ
う
、
駐
車

場
の
確
保
を
計
画
し
て
い
る
。

相
互
扶
助
の
考
え
方
を
取
り
入

れ
た
、
社
会
保
険
制
度
で
国
民

に
健
や
か
で
安
心
で
き
る
生
活

を
保
障
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。

市
と
し
て
は
、
自
治
体
等
が
費

用
全
般
を
負
担
す
る
も
の
で
は

な
く
、
加
入
者
に
も
そ
の
能
力

に
応
じ
て
負
担
し
て
も
ら
う
も

の
と
考
え
て
お
り
、
今
後
、
制

度
が
抱
え
る
課
題
に
は
適
時
適

切
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

市
に
移
行
す
べ
き
で
あ
る
。
市

の
考
え
は
ど
う
か
。

答
　
中
核
市
へ
の
移
行
は
、
本

市
は
指
定
要
件
を
満
た
し
て
お

り
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
観

点
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

移
行
に
よ
る
効
果
や
財
政
へ
の

影
響
等
を
見
極
め
た
上
で
、
適

切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
移
行
を
す

る
こ
と
が
本
市
に
も
求
め
ら
れ

て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

か
ち
合
え
る
場
所
の
提
供
は
、

大
変
重
要
で
あ
る
。
本
市
へ
の

自
死
遺
族
支
援
相
談
件
数
は
、

依
然
と
し
て
少
な
い
状
況
か
ら

個
々
で
対
応
し
て
い
る
。「
つ
ど

い
」
は
、
全
国
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

等
が
実
施
し
て
い
る
の
で
、
市

に
問
い
合
わ
せ
が
あ
れ
ば
、
千

葉
市
で
開
催
し
て
い
る
自
死
遺

族
支
援
「
わ
か
ち
あ
い
の
会
ひ

だ
ま
り
」
等
を
紹
介
し
て
い
る
。

建
物
更
新
費
用
の
捻
出
方
法
は

質
と
量
の
改
革
に
取
り
組
む

市川南に地裁支部を誘致できないか
実現目指し近隣市等と連携・協力

ラ
ピ
ッ
ド
カ
ー 

課
題
と
活
用
の
考
え
は

時
間
短
縮
に
努
め
範
囲
拡
大
も
検
討

制
度
存
続
の
た
め
皆
で
倹
約
の
努
力
を

痛
み
分
か
ち
合
う
抜
本
的
改
革
が
必
要

継
続
し
て
も
ら
う
工
夫
を

優
待
や
割
引
を
検
討

来
庁
者
に
配
慮
し
た
駐
車
場
等
の
考
え
は

民
間
駐
車
場
や
敷
地
内
で
の
確
保
を
検
討

保
険
税
引
き
上
げ 

あ
っ
て
は
な
ら
ぬ

加
入
者
の
能
力
に
応
じ
負
担
し
て
も
ら
う

指
定
要
件
満
た
し
て
お
り
移
行
す
べ
き

適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
移
行

自
死
遺
族
の
「
つ
ど
い
」
開
催
は

個
別
で
対
応 

近
隣
開
催
地
を
紹
介

行財政改革

地方裁判所

重症傷病者の救助

国民健康保険制度

健康マイレージ

仮庁舎の利便性

国民健康保険

中核市への移行

自死遺族への支援

市
川
簡
易
裁
判
所
・
家
庭
裁
判
所
（
市
川
市
鬼
高
）


